
 会議室等の利用料 

施設名 面積 

（m２） 

基本利用料金（円） 

午前 午後 夜間 昼間 昼夜間 全日 

9時から12

時まで 

13時から

17時まで

18時から

21時30分

まで 

9時から17

時まで 

13時から

21時30分

まで 

9時から21

時30分まで

南砺市井波社会

体育館 

研修室 54 1,250 1,670 1,460 2,930 3,140 4,400

会議室 24 940 1,250 1,100 2,200 2,350 3,300

ホール 58 590 780 680 1,370 1,470 2,060

南砺市福野体育

館 

会議室１ 120 3,450 4,610 4,080 8,060 8,690 12,150

会議室２ 97 2,820 3,770 3,350 6,600 7,120 9,950

研修室１ 78 2,200 2,930 2,610 5,130 5,550 7,750

研修室２ 46 1,250 1,670 1,460 2,930 3,140 4,400

ホール 433 4,400 5,860 5,130 10,260 11,000 15,400

南砺市福野B＆G

海洋センター 

ミーティン

グルーム 

58 1,250 1,670 1,460 2,930 3,140 4,400

南砺市旅川体育

館 

ミーティン

グ室 

21 620 830 730 1,460 1,570 2,200

南砺市福光体育

館 

会議室 69 310 410 410 730 830 1,150

ホール 126 1,250 1,670 1,460 2,930 3,140 4,400

南砺市福野北部

体育館 

会議室 59 1,250 1,670 1,460 2,930 3,140 4,400

営農推進室 75 1,250 1,670 1,460 2,930 3,140 4,400

営農相談室 19 310 410 410 730 830 1,150

南砺市城南屋内

グラウンド 

研修室 57 1,250 1,670 1,460 2,930 3,140 4,400

南砺市城南屋外

ステージ 

会議室 30 940 1,250 1,150 2,200 2,410 3,350

練習室 134 940 1,250 1,150 2,200 2,410 3,350

南砺市福光プー

ル 

研修室 50 620 1,250 1,150 1,880 2,410 3,030

備考 

1 福光プールについては､｢9時｣とあるのは､｢10時｣と読み替える｡ 

2 商業宣伝､営業その他これに類する目的をもって利用する場合は､基本利用料に次に掲げる割合を乗

じて得た額を加算する｡ 

(1) 市に事業所を有する業者の場合は､100分の50 

(2) 市に事業所を有しない業者の場合は､100分の100 

3 冷暖房を利用する場合は､基本利用料に100分の30を乗じて得た額を加算する｡ 

4 前2項で加算した額に1円未満の端数が生じたときは､これを切り捨てる｡ 

5 利用時間の短縮を理由として､利用料金は､減額しない｡ 


